
第5辛 抱合評価実施要領   

1．評価の趣旨   

総合評価は、特定のテーマについて、問題点の解決に資する多様な情報を提供することにより  

政策の見直しや改善に資する見地から、当該テーマに係る政策効果の発現状況を様々な角度から  

掘り下げて分析し、政策に係る問題点を把握するととともにその原因を分析することを目的とす  

るものである。   

2．評価対象   

総合評価に係る評価対象については、実施計画において総合評価を行うこととされたもの及び  

政策評価官室と政策の担当部局等が調整の上、総合評価を行うこととしたものを対象として実施  

する。   

具体例としては、法改正を伴う制度改正や具体的な目標値を掲げた計画に基づいた行政を展開  

し、計画の策定・実施・評価においてPDCAサイクルを導入している政策との整合性をとって  

いる施策目標（枝）等のうち、当該計画の計画期間の最終年度を迎え、新たな計画を策定するも  

の等を評価対象とする。   

3．評価の手順  

（1）評価対象の担当部局は、評価予定表等に基づいて本実施要領別紙4の様式に必要な事項を   

記入して総合評価書を作成し、政策評価官室に提出する。  

なお、総合評価は、  

① 当該評価対象の問題点の把握、原因の分析等がなされた時期に評価を、  

② 総合評価結果を踏まえた見直しが決定された時期に評価結果の政策への反映状況の  

報告等を、  

それぞれ実施する。  

具体例としては、評価対象の検討に当たって、審議会、研究会等を活用した場合には、そ  

の答申や報告書作成等が行われた時期が（∋に該当し、それを踏まえた法改正や計画の策定を   

検討し、具体的に講じることとした措置を最終的に法案や計画に盛り込んだ時期が②に該当  

する。  

（2）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。  

（3）担当部局は、必要に応じて政策評価官室の技術的助言等を踏まえた修正をし、総合評価書  

をとりまとめる。  

（4）政策評価官室は、とりまとめた総合評価書を公表し、あわせて総務省へ通知する。  

○評価対象等  

（1）「評価対象課題名」欄には、実施計画等において評価対象とすることとした特定のテーマ  

名を記入する。  

（2）「主管部局・課室」欄には、当該評価対象の主たる部分を所管している部局・課室名を記  

入し、「関係部局・課室」欄には、その他の関係部局・課室名を記入する。  

（3）日付については、総合評価書のとりまとめの状況に応じて、政策評価官室で記入する。  
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1．関連する政策体系   

実施計画等において評価対象とすることとした特定のテーマと関連する政策体系の基本目  

標、施策目標とそれぞれの番号及び個別目標を記入する。  

記入例  

総合評価書  

平成  年  月  

；配象ゑ鮨色已ヱ集気臥－；  

評価対象課題名  第10次労働災害防止計画  

主管部局・課室  労働基準局安全衛生部   

関係部局・課室  

1．関連する政策体系  

2．評価の契機等   

見直し条項、附帯決議、顔議決定等の制度・計画の見直しを実施することとなった契機等に   

ついて記入する  
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記入例（平成17年度に作成した総合評価書（評価対象「医療保険制度」）から引用）   

2 評価の契機等   

健康保険法等の一部を改正する法律（平成14年法律第102号）附則第2条第2項にお  

いて、政府は、（1）保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方、（2）新しい高  

齢者医療制度の創設、（3）診療報酬の体系の見直し、について、その具体的内容、手順及び  

年次計画を明らかにした基本方針を策定し、その基本方針に基づいて、できるだけ速やかに  

（新しい高齢者医療制度の創設についてはおおむね2年を目途に）、所要の措置を講ずるも  

のとされている。これに基づき、平成15年3月に「医療保険制度体系及び診療報酬体系に  

関する基本方針」（以下「平成15年3月基本方針」という。）が閣議決定され、医療保険  

制度に関する改革については、平成20年度に向けて実現を目指すこととされている。   

また、「骨太の方針2005」（「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平  

成17年6月21日閣議決定））において、医療費適正化の実質的な成果を目指す政策目標  

を設定し、定期的にその達成のための必要な措置を講ずることとされ、政策目標と具体的な  

措置の内容とあわせて平成17年中に結論を得た上で、平成18年度医療制度  

改革を断行することとされている。   

さらに、「平成18年度予算編成の基本方針」（平成17年12月6日閣議決定）におい  

て、「「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」、「医療費適正化の総合的な推進」、「超高齢  

社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現」という基本的考え方の下、構造改革を推進  

し、平成18年度予算から反映させる」こととされている。  

3．評価の方法等  

（1）「評価の観点」欄には、制度・計画の見直しを実施する背景となった社会情勢、社会的ニ   

ーズなどの事情を記入する。また、制度・計画の見直しのために必要となる観点等について   

記入する。  

（2）「収集した情報・データ及びの評価手法を用いて行った分析・測定の方法」欄には、どの   

ような情報・データを用いて、どのような方法により評価するのか、という観点から、   

① これまでの制度、計画の実施状況・達成状況を評価するための材料として把握・収集し  

キ情報・データの種類   

② 情報・データについて、政策の直接的効果、因果関係、外部要因及び波及効果等の測定  

・分析の方法   

を記入する。   

※ 情報・データについては、可能な限りUR⊥を記載するなどし、国民が資料を入手し易  

くすること。  

記入例（平成17年度に作成した総合評価書（評価対象「医療保険制度」）から引用））  

伽藍：甜崩撞℃訪錘誼動議兢篭E罰三溝読五ニニー  
■  

◆  
●  ◆  
●  ◆  ◆  

3．評価の方法等  

（1）評価の観点  

齢ヒの進展、経済の低成長への移行、国民生活や意 ◆  我が国の医療制度は、急速な  

識の変化など、大きな環境変化に直面しており、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続  
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可能なものとしていくためには、その構造改革が急務である。具体的には、「評価の契機  

等」に記載の各閣議決定等を踏まえ、以下のような観点に基づいて評価を行う。  

（1）医療費について   

我が国の医療費の動向を見ると、超高齢化が進行する中で、老人医療費を中心とする医  

療費は経済の伸びを相当に上回った伸び率で推移しており、今後も経済を上回った伸びを  

示すことが見込まれている。   

また、我が国においては、糖尿病等の生活習慣病の患者が増大し、加齢とともに増悪し  

て、脳梗塞、心筋梗塞等を発症し、入院に至るケースが増加している。   

さらに、我が国の医療提供体制の構造として、平均在院日数の長さが指摘されており、  

また、都道府県ごとに医療費の格差がある。   

こうした中で、医療費の適正化に向けて、どのような対策を講ずるべきか。  

（2）高齢者医療制度について   

65歳以上の高齢者については、一人当たりの医療費が高く、国保（国民健康保険）、  

被用者保険（健康保険など）の制度間の偏在が大きい。   

また、現行の老人保健制度鱒、独立した保険制度ではなく、被用者保険と国保が、運営  

主体の市町村に対して費用を拠出する仕組みになっていることから、（1）高齢者自身の負担  

と若人による負担の分担のルールが不鮮明、（2）制度運営の責任主体が不明確等の問題点が  

指摘されている。   

こうした中で、高齢者医療制度の在り方について、どのように考えるべきか。  

（3）保険者について   

市町村国保（市町村盲保険者とする国保）や組合健保（組合管掌健康保険）の小規模保  

険者について、財政運営の規模の適正化を図るため、どのような対策を講ずるべきか。   

また、政管健保（政府管掌健康保険）の組織形態の在り方について、社会保険庁改革の  

実施とあわせて、どのように考えるべきか。  

4．評価結果等  

（1）「評価結果（問題点及びその原因）」欄には、   

① 「3．評価の方法等」による情報・データの把握・収集、測定・分析等で得られた直接  

的効果、因果関係、外部要因及び波及効果等の結果   

② ①を踏まえた、現行政策の問題点及びその原因   

③ ①及び②を踏まえた、当該政策の目的の妥当性及び政策の代替案や関連政策との整合性  

等  

を記入する’。  

（2）「今後の検討の方向性」欄には、評価結果を踏まえた評価対象テーマに係る今後の検討の   

方向を記入する。なお、記載内容については、評価書作成時に記入できる範囲のもので差し   

支えない。  

5．評価結果の反映状況   

「評価結果の反映状況」欄には、評価結果を踏まえた検討を行った結果、具体的に講じるこ   

ととなった措置を記入する。  

6．その他  

（1）「評価の実施過程において明らかになった課題」欄には、当該評価の実施過程において明  
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らかになった課題があった場合に、記入する。  

（2）「外部有識者等の活用状況」欄には、当該評価対象の政策についての検討に当たって寧議   

会、研究会等を活用した場合、一審議会、研究会等の名称、メンバー及び開催実績等を記入す  

る。  

また、審議会、研究会等のメンバー及び開催実績等については、別紙として添付すること  

も差し支えない。  

なお、審議会、研究会等の他に、有識者等から意見の聴取を行った場合には、可能な限り  

記入する。  

（3）「パブリックコメント等を行った場合はその意見」欄には、パブリックコメント等を実施  

した際の意見がある場合に記入する。  

添付資料  

評価対象の政策について、以下の資料がある場合には、総合評価書に添付する。  

・制度・計画の概要（ポンチ絵等）  

・評価結果に関して外部に委託した調査の結果（概要可）  

・評価結果に関する答申、報告書（概要可）  

・評価結果や前項の報告書等に基づき講じる予定の措置の概要（法律案要綱、計画の骨子等）  
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第6辛 モニタリング実施要領   

1．モニタリングの趣旨  

モニタリングは、政策体系に定めた施策目標について、指標を定期的・継続的に測定し、それ  

を明らかにするとともに、急激な状況の変化があった場合には実績評価等を実施できるようにす  

ることを目的として実施する。   

また、評価対象事務事業の選定・評価にあたっては、行政コストの節減・効率化の観点を踏ま  

えつつ、これを行うものとする。   

2．モニタリング対象等  

（1）モニタリングの対象  

実施計画においてモニタリングを行うこととされた施策目標を対象として実施する。  

（2）モニタリングの単位  

モニタリングは、政策体系のうち、施策目標（枝）を単位として実施する。  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

（3）モニタリングの時期  

評価予定表に記入された年度の前年度までの実績についてモニタリングを実施する。   

3．モニタリングの手順  

（1）政策体系の施策目標の担当部局は、評価予定表に基づいて本実施要領別紙5の様式に必要   

な事項を記入してモニタリング結果報告書を作成し、政策評価官室に提出する。  

（2）施策目標が複数の担当部局にまたがる場合には、主たる政策を所管している担当部局がと   

りまとめることとし、1つの結束報告書として政策評価官室に提出する。  

（3）政策評価官室は、モニタリング結果報告書をとりまとめ、公表する。  

○モニタリングの対象となる施策目標等  

（1）モニタリング結果報告書の右上にモニタリングの対象とする基本目標、施策目標の番号を  

記入する。  

（2）「モニタリングの対象となる施策目標」欄には、政策体系に定めた施策目標（枝）を記入  

する。  

（3）日付については、モニタリング結果報告書をとりまとめる際に政策評価官室で一括して記  
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入する。  

1．政策体系上の位置付け等  

（1）モニタリングの対象となる基本目標、施策目標とそれぞれの番号、個別目標及び主な事務   

事業を記入する。また、モニタリングの対象となる施策目標（枝）の部分は、字体をゴシッ   

クにして記入する。  

（2）「施策の概要（目的・根拠法令等）」欄には、当該施策の目的及び根拠となる法令等を端的   

に記入する。  

（3）「主管部局・課重」欄には、当該施策目標を達成するために実施している政策のうち主な   

ものを所管している部局・課室名を記入し、「関係部局・課室」欄には、その他の関係する   

政策を所管している部局・課室名を記入する。  

「モニタリングの対象となる施策目標」欄及び政策体系の記入例  
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2．施策目標に係る指標  

（1）「施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）」欄には、政策体系に定めた施策目標の達成   

状況を評価する指標を記入する。また、欄内に当該指標の単位を括弧書きで記入するととも   

に、政策体系に定めた当該指標に係る達成水準及び達成時期を記入する。  

達成水準又は達成時期が設定されていない場合は、原則指標として採用せず、別途参考統   

計欄に整理することとする。  

なお、達成水準及び達成時期を設定していない指標には、（）と記入ナる 

（2）達成水準を設定している指標についてIま 、目標達成率（実績値／達成水準）を算定し、【】   

内に記入する。  

達成時期を将来に設定している指標については、目標達成時期到来後に目標達成率を算定  

し、記入する。  

また、前々年度以前についても、目標達成率の算定が可能な場合は、記入する。   

※ 指標欄記入に当たっては、後述［≡≡ヨ「モニタリングにおける指標欄記入の留意点」  

及び「「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法」を参照の上、記入する。  

（2）施策目標に係る指標と「3 

政策評価官室と協議し、重複して記入する指標を真に限定する。  

記入例（平成19年度に作成したモニタリング結果報告書Ⅰ－1－2から引用し、一部加工）  

2．施策目標に関する指標  

期，  ；卓蕃燕宣工：き二軍乾二二  

※【】内は、目標達成率（実績値／達成水準）  

H14  H15  H16  H17  

病院への立入検査紳・■■  

（単位：件数）  

（全病院に原則年一回実施／毎年  

度）  

立入検査結果の遵守率（単位：％）  

（一）  

（調査名・、資料出所、備考）  

・指標については、年度終了後に実施主体である各都道府県等がとりまとめ、厚生労  

働省に報告する。厚生労働省においては、各都道府県等（※）からの報告内容に不備が   

ないか確認してから公表している。  

・平成18年度の数値については、現在集計中であり、平成19年12月には確定値等   

を公表予定である。  

（※各都道府県のほか、保健所を設置する市又は特別区において検査を実施している。   以下同様0）・t  
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モニタリングにおける指標等補記入の留意点   

（1）指標は、政策体系に定めた指標のうち「個別目標に関する評価」に資する指標は、以下   

の定義により「アウトカム指標」、「アウトプット指標」に分類して、記入する。  

アウトカム指標（極力設定）：行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及ぼされる  

何らかの変化や影響を測る指標  

（例：就職件数・就職率、育児休業取得率、行政サービスに対する満足度）  

アウトプット指標：行政の活動そのものや行政活動により提供されてモノやサービスを測る指  

標、又はそれら行政活動により提供されたモノやサービスの利用の結果等  

（例：検査件数、助成金支給件数、ホームページのアクセス数）  

（2）政策体系に定めていないもの又は達成水準等を設定していないものの目標の達成状況を   

把握する上で有益な統計を記入する必要がある場合は、「参考統計」欄に記入する。  

（3書）指標は、原則として過去5年間の数値を記入し、可能な限り直近の数値を記入する。   

評価対象年度の数値が記入できない場合は、その理由を「（調査名・資料出所、備考）」   

欄に具体的に記入する。また、年度を通じた数値がとれない場合又は確定した数値がとれ   

ない場合も、「（調査名・資料出所、備考）」欄に、その理由を具体的に記入する。  

（4舎）支給額等の金額を指標とするものは、原則として百万円を単位とする。  

（5年）必要に応じて、予算作成時に予定した数値（予定件数、予定額等）を記載するものは、   

参考統計欄中の上段に実績値、下段に予算作成時の予定数値を記入し、その旨を「（調査   

名・資料出所、備考）」欄に記入する。  

「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法  

（1）各指標欄に付随する「（調査名・資料出所、備考）」欄には、指標のもととなる調査名   

等を具体的に記入し、あわせて指標及び調査の特異性等がある場合には簡潔に記入する。  

（2）複数の指標がある場合には、それぞれの指標毎に調査名等を記入する。  

（3）可能な限りURLを記載するなどし、国民が資料を入手し易くすること。   

＜記入例＞  

・指標1は、内閣府が実施した平成19年度「00調査」による。  

・指標2は、（財）△△の平成18年度「00調査」による。  

・指標1は、平成18年度「00調査」によるものであり、当該調査は、隔年で実施して  

いる。  

・指標1は、事業の開始が平成17年度からのため、H15～H16の欄は記載できない。  

・指標2は、00事業の終了後、当該事業参加者に対して実施したアンケート調査による  

ものである。（□□人に調査、回収率△△％）  

・平成17年4月の制度改正により、指標の対象範囲が～～となっている。  
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指標1の上段は実績値、下段括弧書きは予算作成時に予定した数値である。   

指標2は、平成2し）ヰ＝審年度00調査によるが、平成21令コ年6月時点での速報値であ  

り‘、平成2t審年10月に確定値等を公表予定である。  

3．個別目標に係る指標等  

（1）「個別目標に係る指標」欄には、政策体系に定めた個別目標の達成状況を評価する指標を   

記入する。また、欄内に当該指標の単位を括弧書きで記入するとともに、当該指標に係る達   

成水準及び達成時期を記入する。  

なお、達成水準及び達成時期を設定していない指標には、（－）と記入する。  

個別目標に係る指標が施策目標に係る指標と重複する場合は、「※施策目標に係る指標○   

と同じ。」と記入する。  

（2）達成水準を設定している指標については、目標達成率（実績値／達成水準）を算定し、【】   

内に記入する。  

達成時期を将来に設定している指標については、目標達成時期到来後に目標達成率を算定  

し、記入する。  

また、前々年度以前についても、目標達成率の算定が可能な場合は、記入する。   

※ 指標欄記入に当たっては、前述匡≡≡いモニタリングにおける指標欄記入の留意点」  
及び「「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法」を参照の上、記入する。  

（3）モニタリング中の「評価対象事務事業」は、】以下の基準により選定する。   

○ 会計検査院から問題点を指摘されている事業、3年以上継続している事業、多額の不用  

額が発生するなど政策効果が十分に発揮されていない可能性がある事業等、支出の削減・  

効率化の観点から評価を必要とすると考えられる事業   

○ ムダゼロ指摘事項において個別に指摘を受けた事業   

〔モニタリング中の評価対象事務事業の評価〕   

ア．「個別目標を達成するための事務事業（評価対象事務事業）の評価」欄には、実績評価書   

様式のとおり「事務事業名」、「予算額等」、「決算額」、「実施主体」、「事業の概要・必要性   

（政府決定・重要施策との関連性）」、「事業（予算）実績等」及び「実施状況の評価と今後   

の課題」を記入する。   

イ．「予算額等」欄において、 予算額は評価の対象年度（例えば、平成21年度に実施する実   

績評価については、平成20年度の予算額。）の金額を記入する。財源（一一般会計、特別会   

計等）及び実施主体は、該当するものをl＋lで囲む。予算財源及び実施主体が複   
数に及ぶものは、該当する全ての項目をl＋1で囲む。   

ウ．「決算額」欄については、当該事務事業の評価の対象年度の決算額を記入する。   

エ．「事業の概要・必要性」欄については、事業概要を記入するとともに、当該事務事業が個   

別目標を達成するために必畢な理由について記入し、政府決定や重要施策との関連性につい   

ても「政府決定や重要施策との関連性」欄に記入する。   

オ．「事業実績等」欄については、過去5年間の予算額（補正後）推移、予算積算上の事業数   

等及びその実績数等を記入する。（※）   

※ 「予算積算上の事業数等」欄には、例えば予算の積算を行うにあたり単価◇◇T・円のもの   

を00施設△△カ所に設置するために必要な費用▽▽▽千円としているものの内、00施設   

に係る△△カ所を記入するものである。また、「事業実績数等」欄には、予算で積算されて   

いた上記の△△カ所に設置を予定したが、実際はロロカ所に設置したというように予算執行   

（決算）土どれだけ実施したか実績（ロロカ所）を記入する。  

ー42一  

7㌻■   



カ．「実施状況の評価と今後の課題」欄については、当該事務事業の実施状況等を踏まえ、個   

別目標の達成との関連において事務事業が果たした効果等の分析を行い評価するとともに、   

今後の当該事務事業の課題、見直し、改善の方向性、概算要求の方向性等について記入する。   

なお、見直し、改善を行う場合には期限を明記すること（「厚生労働行政の在り方に関する   

懇談会中間まとめ」の指摘参照）。  

また、予算作成時の予定数値と実績値に大きな帝離が生じた場合は、その理由についても   

分析し記入する。   

なお、当該事業が選定基準B又はCの理由で選定されている場合には、必ず問題点等が出   

た原因、背景の分析を行い見直しの方向性について記入する。  

む。  

（4）各施策目標毎の個別目標、指標及び事務事業の数に応じて、枠の追加又は削除を行う。  

記入例（平成19年度に作成したモニタリング結果報告書Ⅰ－5－4から引用）  

3．個別目標に係る指標等  

被爆者の健康の保持・増進を図ること  個別目標1   

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ ■ ■ ■l■l■ ■ t t ■ t■ ■ ■】■■  

ヱ⊥キム品広之且ヒヱヱ上吼可り．丘盲弓ム．：  個別目標に係る指標  

アウトカム指標・一●■■  

（達成水準／達成時期）  

■ ■■  
l  

■ ■ ●  

H18  H17   H14  H15  H16  

被爆者健康診断受診率（単ぜ  

（－）  

※施策目標に係る指標1と同じ。  ■■－■－■t■  

（調査名・資料出所、備考）  ：施策目標に係る指標と重複する場合は、その：  

■ ・指標1は、健康局総務課調べによる。歴カ…………………………．J  
・被爆者健康診断受診率は、「一般健康診断受診者数／（被爆者健康手帳交付者数＋  

健康診断受診者証交付者数）」により算出。  

・「被爆者健康手帳交付者」とは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」（平成   

6年法律第117号）第1条に該当する者であり、「健康診断受診者証交付者」とは  

同法施行令（平成7年政令第26号）別表第3及び第4に該当する者をいう。  

和転軸巌詣落  
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第7手 水道施設整備事業評価実施要領  

基本計画、実施計画において、 「水道施設整備事業の評価の実施について」（平成16年7月1  

2日健発第0712003号）で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたものにつ  

き、当該要領を別添1のとおりとする。   

また、当該要領の実施細目「水道施設整備事業の評価の実施について」（平成16年7月12  

日健水発第0712002号）及び「水資源機構事業の評価の実施について」（平成16年7月  

12日健水発第0712002号）を、それぞれ別添2－1及び別添2－2のとおりとする。  

第8章‘研究開発評価実施要領  

基本計画、実施計画において、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成17年3月29  

日内閣総理大臣決定）に基づき事後評価の対象とすることとされた研究開発につき、当該指針を  

別添3のとおりとする。   

また、当該指針に基づき策定された「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」（平成1  

7年8月25日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定）を、別添4のとおりとする。  
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第9幸 成果重視事業評価実施要領   

1．評価の趣旨   

成果重視事業評価は、企画立案（Plm）一実施（Do）一評価（Check）一見直し・改善（Action）  

という予算編成プロセスを定着させる観点から、成果重視事業について、各年度ごと及び計画期  

間終了後に、設定した定量的な目標の達成状況や予算執行の弾力化により得られた効果などを評  

価する。   

2．評価対象  

（1）平成20毒〒9＝年度において、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」に基づき定め   

る成果重視事業に位置付けられているもの。   

3．評価の手順  

（1）事業の担当部局は、本実施要領別紙6の様式に必要な事項を記入して成果重視事業評価書  

をとりまとめ、政策評価官室に提出する。  

（2）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。  

（3）担当部局は、必要に応じて政策評価官室の技術的助言等を踏まえた修正をし、成果重視事  

業評価書をとりまとめる。  

（4）政策評価官室は、とりまとめた成果重視事業評価書をもとに、成果重視事業評価書要旨を   

作成し、成果重視事業評価書とともに公表し、あわせて成果重視事業評価書を総務省へ通知  

する。  

（5）成果重視事業評価書をとりまとめた後、担当部局は、政策評価の結果の政策への反映状況   

を政策評価官室に報告する。政策評価官室は、それらの反映状況をとりまとめ、総務省へ通  

知する。  

○評価対象（事業名）等  

（1）「評価対象（事業名）」欄には、評価の対象となる成果重視事業の名称を記入する。  

（2）「主管部局・課室」欄には、 

「関係部局・課室」欄には、その他の関係部局・課室名を記入する。  

（3）「関連する政策体系」欄には、当該事業に関連する基本目標、施策目標及び個別目標とそ  

れぞれの番号を記入する。  

（4）整理番号及び日付については、成果重視事業評価書をとりまとめる際に政策評価官室で一  

括して記入する。  
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記入例  

1．現状・問題分析   

事業が必要とされている背景及び現状の問題点等を分析し、可能な限り客観的なデータを用   

いて記入する。   

記入例（平成19年度に作成した成果重視事業評価書（マンモグラフィ緊急整備事業）からi  

引用）  －，．リ‖．‖．．．．．．．   

萄き声 即 
ユニ乱入．：  1．現状・問題分析  

現在、我が国において、乳がんは女性のがん雁患率の第1位となってお  

万5千人が発症し、約1万人が死亡するとともに、年々増加する傾向にある。   

このため、市町村が実施する乳がん検診受診者のうち、40歳以上の女性に対しては、  

マンモグラフィによる検診を原則実施するよう、がん検診に関する指針を改正しており、  

各自治体のマンモグラフィによる検診体制を緊急的に整備する必要がある。  
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2．事業の内容  

（1）「事業の実施主体」欄には、該当する実施主体を全て＝で囲む。  

（2）「事業の内容（概要）」欄には、事業の内容を具体的に記入する。  

（3）「事業計画期間」欄には、成果重視事業の計画期間を記入する。  

（4）「予算」欄には、「一般会計」、「年金特会」、「労働保険特会」及び「その他」のうち、該   

当するものを［二二ニコで囲み、「その他」の場合は、括弧内に具体的に記入する。また、こ   

れまでの予算額及び要求する予定の予算概算要求額を百万単位で記入する。  

「予算執行の弾力化措置」については、「国庫債務負担行為」、「繰越明許費」、「目聞流用   

の弾力化」及び「目の大括ち化」のうち、当該事業において活用するものを［二ニコで囲む。   

記入例   

■■■■■■■■■■■■■■■■ヽ  

′．、ヱ酋  鞄号矩詣芭酷二：  ㌍盟ゑ只票恥・・；  
（4）予算  

’■■ 

年金特会・労働保険特会  そ♂他（  ）  

予算額（単位：百万円）  H17  H18  H19  

予算執行の弾力化措置  

国庫債務負担行為  越明許費  目聞流用の弾力化 ・ 目の大括り化  

※「H21」については予算概算要求額  

3．目標等  

（1ト「定量的な目標」欄には、成果重視事業として設定した定量的な目標を記入する。  

（2）「目標設定の考え方」欄には、どのような考え方、根拠等に基づき目標を設定したのかを   

記入する。  

（3）「本事業における具体的手段と目標の因果関係」欄には、当該事業における具体的手段の   

行使が、設定した目標の達成に向けてどのように寄与するか、その因果関係を記入する。  

（4）「目標の達成度合いの判定方法・基準」欄には、客観的な評価（目標達成状況の評価・検   

証と問題や課題の抽出など）を行うための判定基準を以下のとおり記入する。  

「目標の達成度合いの判定方法・基準」欄  

達成度合い   目標達成率（実績値／目標値）   評価   

A   100％以上   有効   

B   90％以上100％未満   概ね有効   

C   50％以上90％未満   有効性の向上が必要   

D   50％未満   有効性に問題あり   

4．評価指標等  

（1）「評価指標等」欄には、設定した目標の達成状況を評価する指標を記入する。また、欄内   

に当該指標等の単位を括弧書きで記入する。  

（2）目標の達成度合いは、目標達成率（実績値／目標値）を算定し、「3．目標等」の「目標   

の達成度合いの判定方法・基準」欄に従い、A～Dを記入する。  
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※指標欄の記入に当たっては、後述匡≡ヨ「成果重視事業評価における指標欄記入の  
留意点」及び「「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法」を参照の上、記入する。   

記入例（平成19年動こ作成した成果重視事業評価書（「厚生労働省ネットワーク（共通シ…  

ステム）最適化事業」）から引用し、一部卿工）   

※ 図表を使用した例  

■■i■1ヒ劾き亡相羽■・サービス‡l一個■一驚  
√r■壷労l■■■■ネットワー ク （共iiミ′．穴．テム））  

「▼巧「’㌃1  

2007年（平成．t9年）8′■2ユ日  
■ほ■1ヒ鋤書手■●■   

（l〉＋轟■i■イヒ《勤■l加■  

鵬劇■●■★の■q■t く■臼■¶ヒ■■■■q，■■血の虞■■』醐  く■■t鑓．干l『＝j  
ア  1ヽツ トワ・－・，の■■tT   l■J■t■  王■■1■■l  さ▲■■■」■  ●■■■■■  t■■■■■  ○■■t■  γ」■l■■  d●■l■l  

ム郁■■  よ00●書l■  加▼■■■【  2000嶋り■  100●I■  上OIO●■l  量0111■t  力■1量1■■亡   

■＝■‖t■■●■■■の I I（●ナ   ら．ふI●．Ⅷ  §■l●．7（IO  5．■lO T00  6、占tO、TDO  6．610＿T00  6．名l0．700  亭．さt9．7り○  6．8t■∴ホ00   

－■■tヒヨ■義一の一★r●■■t■｝ （b）  ●＿れ0．■叫   

■疇さ■●暮先 く■■t■） tく●I－（b）き  ●○●■▼00   

■ほ■徽■■■■■卜の疇蒙事If■t■■■■l（qI  

■■■■l■■l り■r●t■◆ ll●トlくI】  

・f． 甲I弓■■つLA●Jニ′ス1■▲のt弓■【  ltl■■t■l  董」■■l一■  ∃■■ll■  ■」■り■l■  l事■d■rl  一ゝ■■■【t■  ■7■■■l■  」■一■■l■  

力00さ■■■【  紳001■■【  湘r■■月■  2000J■t  20001■一  よOtOJ■■l  量0111■t  王Ill食■■■l   

ti■▼ヒ事■l■蠣■の竃tく■‡   t．1恥．800  t．t80＿占00  ト1■○ ㊥○  I．180．600  l．t80．0DO  l．18（l．石00  Ⅰ．100．細  l＿ t●○－■00   
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成果重視事業評価における指標等補記入の留意点   

（1）指標は、設定した目標の達成状洩を評価するためのものを記入することとし、以下の定   

義により「アウトカム指標」、「アウトプット指標」に分類して、記入する。  

アウトカム指標‥行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化  

や影響を測る指標  

（例‥就職件数・就職率、育児休業取得率、行政サービスに対する満足度）  

アウトプット指標：行政の活動そのものや行政活動により提供されてモノやサービスを測る指  

標、又はそれら行政活動により提供されたモノやサ⊥ビスの利用の結果等  

（例：検査件数、助成金支給件数、ホームページのアクセス数）   

※なお、指標は極力アウトカム指標とすること。  

（2）指標は、原則として成果重視事業の計画期間の各年度ごとの目標値及び実績値を記入し、   

評価対象年度より後の年度については目標値のみを、計画期間より前の年度については実   

績値のみを記入する。  

（3）目標の達成度合いは、目標達成率（実績値／目標値）を算定し、「3．目標等」の「目   

標の達成度合いの判定方法・基準」欄に従い、A～Dを記入する。  

（4）その他口標の達成状況を把握トる上で有益な指標を記入㌻る必要がある腸′餌よ、「参考   

指標」柵に記入ナる。達成水準又は達成時期が設定されていないものは、原則として、別   

途参考統計として整理する。  

（5）参考統計指標は、原則として過去5年間の数値を記入し、可能な限り直近の数値を記入   

する。  

（6）評価対象年度の数値が記入できない場合は、その理由を「（調査名・資料出所、備考）」   

欄に具体的に記入する。また、年度を通じた数値がとれない場合又は確定した数値がとれ   

ない場合も、「（調査名・資料出所、備考）」欄に、その理由を具体的に記入する。  

（7）支給額等の金額を指標とするものは、原則として百万円を単位とする。  

（8）評価に当たって、予算作成時に予定した数値（予定件数、予定額等）を記載する必要が   

あるものは、上段に実績値、下段に予算作成時の予定数値を記入し、その旨を「（調査名   

・資料出所、備考）」欄に記入する。  

「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法   

（1）各指標欄に付随する「（調査名・資料出所、備考）」欄には、指標のもととなる調査等   

を具体的に記入し、あわせて指標及び調査の特異性等がある場合には簡潔に記入する。  

（2）複数の指標がある場合には、それぞれの指標毎に調査名等を記入する。  

（3）可能な限りU礼を記載するなどし、国民が資料を入手し易くすること。   

＜記入例＞  

・指標1は、内閣府が実施した平成19年度「00調査」による。  

・参考指標2は、（財）△△の平成18年度「00調査」による。  

・指標1は、平成18年度「00調査」によるものであり、当該調査は、隔年で実施して  

いる。  
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指標2は、00事業の終了後、当該事業参加者に対して実施したアンケート調査による  

ものである。（□□人に調査、回収率△△％）   

指標1は、事業の開始が平成16年度からのため、H15の欄は記載できない。   

平成17年4月の制度改正により、指標の対象範囲が～～となっている。   

指標1の上段は実績値、下段括弧書きは予算作成時に予定した数値である。   

指標2は、平成20孝幸年度00調査によるが、平成21傘年6月時点での速報値であ  

り、平成21♯年10月に確定値等を公表予定である。  

5．評価  

（1）総合的な評価  

設定した目標の達成に対して当該事業が有効であったか、当該事業が効率的なものであ  

ったかについて、指標等により定量的に評価する。特に、目標の達成度合いを記入したも  

のについては、目標の達成・未達成の原因を分析するとともに、その分析結果を踏まえた  

評価を行う。  

また、とりあげた指標において、予算作成時の予定数債と実績値に大きな帝離が生じた場  

合は、その理由についても記入する。  

なお、当該事業に対する評価の他、波及効果や副次的効果についても可能な限り記入する。  

（2）その他   

① 当該事業において活用した予算執行甲弾力化措置によって得られた効果を記入する。   

② 有効性の評価及び効率性の評価の他に、必要に応じて、公平性（受益や負担が公平に分  

配されたか）及び優先性（他の事業より優先的に実施するべきか）等の観点から分析した  

評価を記入する。   

③ 今後、事業を継続するに当たって、税や財政投融資などの利用可能性、規制緩和による  

代替可能性等が考えられる場合には、それらについても当該欄に記入する。  

（3）政策等への反映の方向性  

評価結果を踏まえ、「予算額」欄の要求額のとおり予算概算要求行うこととした場合には、   

「評価結果を踏まえ、平成00年度予算概算要求において所要の予算を要求する。」と記入  

する。  

また、評価結果を踏まえ、予算概算要求額の変更、当初の事業内容からの見直し等を行う   

場合には、変更した予算概算要求額及び見直した内容等を記入する。  

6．特記事項の記入  

（1）特記事項については、各事項について該当、の有無を確認すること。  

（2）「①国会による決議等の状況（綺理答弁及び警告決議、附帯決議等含む）の該当」欄には、   

該当のする有無を確認の上□印を記入し、該当するものがある場合に、その名称、年月日及   

び該当部分の抜粋を記入する。該当するものがない場合は、「なし。」と記入する。  

（3）「②骨太の方針・各種計画等政府決定の該当との関係及び遵守状況」欄には、閣議決定（「経   

済財政改革の基本方針」等）及び施政方針演説（原則として過去1年のもの）等において当該   

施策に関係する記述・言及の有無を確認の上□印を記入し、該当するものがある場合に、そ   

の名称、年月日及び該当部分の抜粋を記入する。該当するものがない場合は、「なし。」と記  

入する。  

（4）「③審議会め指摘」欄には、当該施策について審議会から受けた意見等の有無を確認のと  

□印を記入し、意見等がある場合に、その意見等及び年月日を記入する。  

（5）「④研究会等の有無」欄には、当該施策について研究会等から受けた指摘等の有無を確認  
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の上口印を記入し、指摘等がある場合に、その指摘等及び年月日を記入する。  

（6）「③⑤総務省による行政評価・監視および認定関連活動等の該当状況」欄には、総務省が   

実施する行政評価・監視（旧行政監察）、統一性・総合性確保評価及び客観性担保評価にお   

いて指摘された事項の有無を確認の上□印を記入し、指摘された事項及び年月日を記入する。   

該当するものがない場合は、「なし。」と記入する。  

（7）「④⑥会計検査院による指摘」欄には、該当の有無を確認の上□印を記入し、指摘された   

事項するものがある場合に、その内容及び年月日を記入する。該当するものがない場合は、   

「なし。」と記入する。  

（8）「⑦その他」欄については、上記①～⑥以外の特記事項がある場合に、その内容及び年月   

日を記入する。  

（9）「⑤学識経験を有する者の知見の活用に関する事項」欄には、当該施策について審議会、   

研究会等から受けた意見等及び年月日を記入する。また、審議会等の他にも学識経験者から   

コメントを得た場合には、必要に応じて記入する。該当するものがない場合は、「なし。」と   

記入する。  

ー‾  ／  ′  l （L IYl」’：別  

亡亡上一1 －1  －lヽ ヽ      ＝ ヽ」b  

′▲＼   口」J／ ヽl／11く■ヽヽ  「コり・u  ■ ン1ノ ▲－■  †     ノ′ヽヽ／l二戸tHllP⊥l／ヽ、〃L＝1＿クヽ．1ニ■ヽ」  ▼一′ ） （⊥ 写′■Jlヽヽ0  

要旨の作成   

成果重視事業評価書要旨は、政策評価官室において、成果重視事業評価書の「総合的な評   

価」欄の記載等をもとに作成する。  
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